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固定資産税は、市町村財政における基幹税目として重要な役割を果たしてきて

おりますが、課税情報の公開の促進等を背景に、固定資産税制度や資産評価に対

する納税者の関心はますます高まっております。 

当評価センターは、昭和５３年５月設立以来、調査研究事業と研修事業を中心

に事業を進め、地方公共団体に固定資産税に関し必要な情報を提供すべく努力を

重ねて参りました。 

調査研究事業では、その時々の固定資産税を巡る諸課題をテーマに、学識経験

者、地方団体の関係者等をもって構成する研究委員会を設け調査研究を行ってお

りますが、本年度は５つの調査研究委員会において、固定資産税制度、固定資産

評価制度に関して、専門的な調査研究を行ってまいりました。 

このうち、土地に関する調査研究委員会においては、有料道路用地の評価につ

いて調査研究を行いました。 

ここに、その調査研究結果がまとまりましたので、研究報告書として公表する

運びとなりました。この機会に熱心にご研究、ご審議いただいた委員の皆様や関

係の方々に対し、心から感謝申し上げます。 

当評価センターは、今後とも、所期の目的にそって、事業内容の充実を図ると

ともに、地方団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、地方

団体をはじめ関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご支援をお願い申し上げます。 
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土地に関する調査研究委員会 

【審 議 経 過】 

 

 

○第１回〔平成２７年７月８日（水）〕 

（議題）（１）平成27年度調査研究項目について 

（２）平成27年度調査研究委員会の具体的進め方 

（３）地方公共団体における道路の評価について 

 

 

○第２回〔平成２７年８月３１日（月）〕 

（議題） 有料道路用地の評価について 

 

 

○第３回〔平成２７年１１月９日（月）〕 

（議題）（１）有料道路用地の評価について 

（２）立体的に利用されている有料道路について 

 

 

○第４回〔平成２８年２月２２日（月）〕 

（議題） 報告書（案）について 
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Ⅰ 調査研究の目的 

 

株式会社や道路公社が保有する有料道路に係る土地については、雑種地等として附

近の土地の価格に比準して評価するのが一般的であるが、現行の固定資産評価基準

（以下「評価基準」いう。）では雑種地のうち、鉄軌道用地とゴルフ場用地について

具体的な評価方法が示されているものの、道路用地を含むその他の雑種地についての

詳細は規定されていない。 

また、都市部においては道路の高架化や地中化などによりその上下を立体的に利用

する事例も増えてきており、従来の考え方では対応が難しい面も考えられる。 

こうした道路を巡る状況変化を踏まえ、これらの有料道路等が所在する市町村にお

いてどのような評価実態にあるのか、現状を調査・把握・分析するとともに、道路及

び道路に付随する管理施設等の適切な評価方法について検討を行う。 

 

 

Ⅱ 有料道路用地の概要 
 

本調査研究対象の有料道路を含む各種道路用地に関する地方税法の非課税規定等

を整理すると次のとおりとなる。 

 

１．道路の課税の取扱い（現行制度の概要） 

道路のうち、国又は地方公共団体所有のものは地方税法第 348 条第 1 項により、

私有公物である公道は同条第 2 項第 1 号により、公共の用に供する道路は同項第 5

号により、それぞれ非課税とされている。 

また、道路公団民営化後の有料道路については、一定期間後無料開放されること、

料金設定に利潤を含めない等、全体として道路事業からほとんど所得は上がらない

と考えられること等の性格を有することにかんがみ、地方税法附則第 14 条第 1 項

により非課税とされている。 

 

２．道路の種類別の状況 

(1) 国道、都道府県道、市町村道等 

国、地方公共団体等の公的主体が所有又は管理等をしている、一般交通の用

に供する道路であって、法的には道路法上の道路とほぼ一致する。 

これらは、地方税法第 348 条第 1 項または第 348 条第 2 項第 1 号、第 5 号に

より非課税となる。 

 

 

地方税法第 348 条第１項 

市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及

び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 
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(2) 私道 

国、あるいは地方公共団体が法律に基づき管理している道路以外の通行の用

に供されている私有地をいう。具体的には、建築基準法の位置指定道路や、建

築基準法第 42 条第 2 項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされる道

路などが該当する。 

これらは、地方税法第 348 条第 2 項第 5 号に該当する場合は非課税となり、

該当しない場合は課税されることとなる。 

 

(3) 道路法の道路ではない公道 

道路法の道路ではないが、森林法による林道、鉱業法による鉱業用道路、土

地改良法による農業用道路などが該当する。 

これらは、地方税法第 348 条第 2 項第 5 号に該当する場合は非課税となり、

該当しない場合は課税されることとなる。 

 

(4) 有料道路 

通行または利用に際し、その利用者から料金を徴収できる道路をいう。 

その評価に関しては以下本調査研究で検討するものであるから、地方税法第

348条第1項または地方税法附則第14条第1項に該当する場合は非課税となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方税法第 348 条第 2項第 5号 

公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地 

地方税法第 348 条第 2項第 1号 

国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は

公共の用に供する固定資産 

地方税法附則第 14 条第 1項 

市町村は、平成十八年度から平成二十七年度までの各年度分の固定資産税

又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、

中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会

社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条

第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業（本州四国連絡高速

道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規

定する事業）の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人

日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債 
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＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用

に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第

七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課する

ことができない。 

昭 26・7・13 地財委税第 1140 号 

 一般の有料道路においては、収益事業として料金を徴収しているもので

あり、その料金等の性格等からみて、社会通念上何等の制約を設けず不特

定多数人の利用に供しているものとは考えられないので、これは公共の用

に供する道路に該当しないものと解される。 
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Ⅲ．有料道路用地の評価上の検討項目 

 

本調査において検討を行う、有料道路用地にかかる固定資産評価上の課題は次のと

おりである。 

 

１．有料道路用地の評価方法について 

後述するとおり、有料道路用地は、その規模、形状等において鉄軌道用地と類

似していると考えられるが、有料道路用地の評価方法も鉄軌道用地の評価方法を

参考とし得るか、その評価方法について検討する。 

→「Ⅳ．有料道路用地の評価方法の検討」 

 

２．有料道路用地の区分について 

特にサービスエリア（以下「ＳＡ」という。）やパーキングエリア（以下「Ｐ

Ａ」という。）において、駐車場部分や店舗の敷地等を本調査研究の有料道路用

地に含まれる部分と含まれない部分に区分整理する。 

→「Ⅴ．有料道路用地の区分」 

 

３．立体的に利用されている有料道路等について 

有料道路等の高架下を駐車場や店舗として使用している等、現実には有料道路

等を立体的に使用している実例が認められる。このような有料道路等を立体的に

使用している土地を如何に評価すべきか検討する。なお、立体的に利用されてい

る有料道路用地は、「Ⅳ．有料道路用地の評価方法の検討」及び「Ⅴ．有料道路

用地の区分」には含まれず、「Ⅵ．立体的に利用されている有料道路用地等」に

おいてのみ検討する。 

→「Ⅵ．立体的に利用されている有料道路用地等」 
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Ⅳ．有料道路用地の評価方法の検討 
 
１．地目の認定 

評価基準において地目認定は下記のとおり規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地目は土地の利用面からの分類であり、土地は地目により価格事情を異にする

ので、その地目ごとに評価方法が定められている。 

その中でも「雑種地」については、固定資産評価基準解説（以下「基準解説」

という。）によれば「田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場及び原野以外の土

地をいうものであって、これに包含される土地は、野球場、運動場、変電所敷地

等のようにその現況が比較的宅地に類似しているものから、不毛地、砂地、土取

場跡のように原野的なものにまで多岐にわたる。」とされている。このように雑種

地は、その利用状況が多様であることから、評価基準においては、雑種地の分類

によって評価方法が異なっている。基準解説によれば、雑種地は次のように分類

されており、地目の認定及び雑種地の分類如何で当該土地の評価方法が決定され

ることとなる。 

① 「ゴルフ場等用地」 

ゴルフ場、遊園地、運動場、野球場、競馬場及びその他これらに類似する

施設の用に供する土地 

② 「鉄軌道用地」 

鉄道又は軌道による運送の用に供する土地 

③ 「その他の雑種地」 

鉄塔敷地、水路敷地及び稲干場、塚地、柴草地、不毛地、砂地、荒ぶ地、

土取場跡等①②以外の土地 

有料道路用地は、規模は大きいが細長い土地であり、面的に規模の大きなゴル

フ場等用地とは、その形状において大きく異なり、ゴルフ場等に類似していると

評価基準 第１章第１節一 

一 土地の評価の基本  

土地の評価は、次に掲げる土地の地目の別に、それぞれ、以下に定める評

価の方法によつて行うものとする。この場合の地目の認定に当たつては、当

該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するとき

であつても、土地全体としての状況を観察して認定するものとする。  

  (1)田    (2)畑    (3)宅地  (4)削除   (5)鉱泉地   

    (6)池沼  (7)山林  (8)牧場  (9)原野   (10)雑種地 
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は認められないことから①「ゴルフ場等用地」には該当しない。また、②「鉄軌

道用地」は評価基準において「鉄道又は軌道による運送の用（以下単に「運送の

用」という。）に供する土地」とされており、道路の敷地である有料道路用地は該

当しない。したがって、有料道路用地は雑種地のうち、③「その他の雑種地」に

該当することとなる。 

 

２．評価の単位 

固定資産評価は原則として一筆をひとつの評価単位としているが、例えば宅地

では複数筆で一画地とする例外が認められている。そこで、評価基準等に基づき代

表的な地目の評価単位を次のとおり整理した。 

 

【代表的地目の評価単位】 

評価地目 評価単位 評価基準等 

農地（田） 一枚の田  
別表第１の１「一枚の田（耕作の単位となってい

る一枚の田をいう。以下同様とする）ごと」  

農地（畑） 一枚の畑  
別表第１の２「一枚の畑（耕作の単位となってい

る一枚の畑をいう。以下同様とする）ごと」 

宅地 

一体をなして

いる部分   

（一画地） 

別表第３「その形状、利用状況等からみて、これ

を一体をなしていると認められる部分に区分し、

又はこれらを合わせる必要がある場合において

は、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画

地とする」  

山林 一筆  

一体をなしている範囲を特定することが困難で

あることから、評価基準の原則どおり一筆ごとに

評価する  

ゴルフ場等用地  一団の土地  

第１章第 10 節二「ゴルフ場、遊園地、運動場、

野球場、競馬場及びその他これらに類似する施設

（以下「ゴルフ場等」という。）の用に供する一

団の土地」  

鉄軌道用地  区分された土地 

第１章第 10 節三「鉄軌道用地をその沿接する土

地の地目、価額の相違等に基づいて区分し、その

区分した鉄軌道用地に沿接する土地の価額、その

区分した鉄軌道用地の地積等を総合的に考慮し

て求める」  

鉄軌道用地の評価については、沿接する土地に応

じて個々に比準割合を求めることは現実的では
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ないため、宅地も含めて、沿接する多様な土地の

状況を総合的に勘案して、沿接する土地の価額の

３分の１に相当する価額が適正な時価とされて

いる。 

その他の雑種地 － 
その他の雑種地には様々な土地が該当するため、

画一的に評価単位を特定することはできない 

 

固定資産評価における評価の単位は、前述のとおり一筆を原則としているが、

評価の結果、大きな不均衡を生ずる場合には、筆にとらわれることなく、合理

的であるとする範囲をもって評価の単位とすることも考えられる。 

したがって、有料道路用地においても、筆にとらわれることなく、その特定

した範囲をもってひとつの評価の単位とできると考えられる。 

すなわち、駐車場等の通常の雑種地とは異なり、極めて細長く地積の大きな

土地がひとつの評価の単位となる。 

ただし、ある連続するひとつの有料道路用地が、市町村を跨いで存在する場

合、固定資産税は市町村税であることから、市町村の評価する単位は、あくま

で当該市町村に存する有料道路用地の範囲となる。したがって、極めて細長く

地積の大きな土地のうち、当該市町村内に存する範囲を評価単位とすることが

考えられる。 

なお、ここでいう評価単位は、有料道路用地としてのみ使用されている場合

であり、後述する立体的に利用されている土地は除くものである。 

 

３．その他の雑種地の評価 

(1) 評価基準におけるその他の雑種地の評価 

評価基準における、その他の雑種地の評価は下記のとおりとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価基準 第１章第１０節 

一 雑種地の評価 

雑種地の評価は、二及び三に掲げる土地（ゴルフ場等の用に供する土地及

び鉄軌道用地）を除き、雑種地の売買実例価額から評定する適正な時価によ

ってその価額を求める方法(※1)によるものとする。 

ただし、市町村内に売買実例価額がない場合においては、土地の位置、利

用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法(※

2)によるものとする。 

(※1)売買実例地比準方式   (※2)近傍地比準方式 
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① 売買実例地比準方式 

その他の雑種地の評価の原則とされる売買実例地比準方式とは、売買実例地と

対象地の比較を行い適正な時価を求める方法である。 

 

 

 

 

 

 

 

有料道路用地においても、類似の売買実例価額を収集し得る場合は、その売買

実例価額を基礎として評価することとなるが、一般的な宅地等と比較して有料道

路用地が売買されることは、極めて少ないと考えられる。 

 

② 近傍地比準方式 

その他の雑種地の評価における近傍地比準方式とは、附近の土地の価額に比準

して適正な時価を求める方法である。 

 

 

 

 

 

 

 

前述のとおり、有料道路用地は、類似の売買実例が極めて少ないと考えられる

ことから、実務上近傍地比準方式が適用されると考えられる。したがって本調査

では、以下、近傍地比準方式の適用について検討を進める。 

 

 

  

不正常要素の排除 位置・利用状況等の比較

売買実例地の
売買実例価額

売買実例地の
正常売買価額

評価対象地
の適正な時価

位置・利用状況等を考慮し比準

附近の土地
（田・畑・宅地等）の評価額

評価対象地
の適正な時価
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(2) 有料道路以外の道路の評価 

有料道路用地の評価に当たり、まずは有料道路以外で課税対象となる道路用地

の評価の方法が参考となるか検討を行う。 

課税対象となる道路の評価に関しては、その他の雑種地の近傍地比準方式が採

用され、附近が農地の場合は附近の農地から比準した価格、附近が宅地の場合は

附近の宅地から比準した価格、附近が山林の場合は附近の山林から比準した価格

で評価される。 

私道は、家屋の敷地へ出入りするための道路として使用されるケースが多いと

考えられ、平成 12 年度の土地に関する調査研究委員会の報告書において次のとお

りアンケートが実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 12 年度の土地に関する調査研究委員会のアンケート結果において、私道

の附近の宅地に対する比準割合（12.5％～40％）が低いのは、通常の宅地に比べ

て利用が極めて限られる点にあると考えられる。 

通常の宅地に比べて利用が極めて限られる点においては、有料道路用地も私道

と同様であると考えられるが、有料道路用地と私道は以下の点において異なるも

のである。 

項目 有料道路用地 私道 

総延長距離 通常数 km～数 100km 通常数ｍ～数 10ｍ 

附近の土地 複数の地目の場合がある 特定の地目 

構成する資産 土地と高架等の償却資産を含む 土地 

収益性 あり なし 

特に、有料道路用地は総延長距離が極めて長く、後述するとおり附近の土地（地

目）が複数存在する場合があることから、私道の比準割合が附近の宅地から

12.5％～40％とされていることは参考とならない。  

① 調査対象団体 

ⅰ 都道府県庁所在市 ―――― 47 団体 

ⅱ ⅰ以外の市（人口 10 万人程度で、雑種地評価が先進的（独自に工夫して

いるところ）な市）―――― 47 団体 

ⅲ 町村（人口 5 万人程度で、雑種地評価が先進的（独自に工夫していると

ころ）な町村）―――― 47 団体 

－中略－ 

・私道の比準割合が 12.5％から 40％とばらつきがある。 
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(3) 近傍地比準方式の「附近の土地」について 

近傍地比準方式は、附近の土地の価額に比準を行う方式であるが、通常の雑種

地と有料道路用地は以下の点において異なる。 

 

① 通常の雑種地 

駐車場等の通常の雑種地の場合、附近の土地はある特定の土地となると考えら

れることから、特定の地目から比準されることとなる。 

 

 

② 有料道路用地 

有料道路用地の場合、附近の土地が複数存する場合が考えられることから、複

数の地目の土地が存在する可能性がある。ただし、有料道路用地においても、山

林の中のみを通っている場合のように、附近の土地の地目が特定される場合もあ

る。 

 

 

 

  

宅地宅地

宅地から比準

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

宅地 農地

農地 山林

附近の土地が

多岐にわたる
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４．有料道路用地と鉄軌道用地の対比 

有料道路用地は、前述のとおり附近の土地（地目）が複数存在する場合が考え

られる。 

評価基準には、附近の土地（地目）が複数存在する土地の評価方法の例として、

鉄軌道用地の評価方法がある。 

そこで、有料道路用地と鉄軌道用地は、その規模や形状において類似している

と考えられることから、有料道路用地の評価において、鉄軌道用地の評価方法が

参考となるか、以下検討を行う。 

 

(1) 評価基準の考え方 

まずは、鉄軌道用地の評価について、評価基準の考え方を整理する。 

鉄軌道用地において沿接する土地の価額の３分の１と評価基準が規定してい

る点については、附近の土地を重視したものであると考えられる。 

すなわち、鉄軌道用地は後述するとおり、駅と駅をつないでおり、駅舎附近に

は通常宅地が存在すると考えられることから、鉄軌道用地の３分の１の比準割合

は、駅周辺及び駅間における宅地の要素を重視した比準割合と考えることができ

る。 

鉄軌道用地と、通常の宅地の価格を形成する要因の差異について整理すると、

次のとおりである。 

【増価要因】 

特にない 

【減価要因】 

ａ 形状（極端に細長い） 

ｂ 規模（非常に大きい） 

ｃ 立体利用の制約（鉄道事業上の制約） 

ｄ 実質的な用途の不変性 

 

当該鉄軌道用地における３分の１の比準割合については、平成 11 年度の土地

に関する調査研究委員会報告書においても次のとおり記載されている。 
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(2) 有料道路用地と鉄軌道用地の各項目の対比 

有料道路用地と鉄軌道用地の相違点及びその有無を見出すために、概ね並行し

て設置されている東名高速道路と東海道新幹線を各対比項目毎に比較したところ、

次のとおり整理することができた。 

対比項目 有料道路用地 鉄軌道用地 

地目 雑種地 雑種地 

形状 極端に細長い 

例えば、東名高速道路のうち東

京インターチェンジから小牧イ

ンターチェンジは 346.8km とな

る 

極端に細長い 

例えば、東海道新幹線のうち東

京駅から新大阪駅は 515.4km と

なる 

規模 非常に大きい 

例えば、道路構造令を考慮して

幅員 24ｍとすると、東名高速道

路のうち、上記の区間は単純計

算で 

346.8km×24m≒8,300 ㎢ 

となる 

非常に大きい 

例えば、構造物及び緩衝帯の幅

を考慮して幅を 22ｍとすると、

東海道新幹線のうち、上記の区

間は単純計算で 

515.4km×22m≒11,300 ㎢ 

となる 

評価単位 一筆ごとではなく、細長く規模

の大きな土地がひとつの評価単

位となる 

一筆ごとではなく、細長く規模

の大きな土地がひとつの評価単

位となる 

用途の制約 実質的な用途の不変性があると

考えられる 

実質的な用途の不変性があると

考えられる 

イ．評価割合については、評価の面からみれば確かに周辺地域の状況により評価割

合は異なると考えられるが、鉄軌道敷きという極めて特殊な利用であることから売

買実例は皆無に等しく、また、鑑定評価先例も少ないため周辺の地域の状況に応じ

た評価割合を実証的に求めることはできなかった。また、評価の運用上の面からみ

ても多様な周辺地域の状況から適正な評価割合を判断し、適用することは困難であ

り、これらの状況を考えた場合実行可能な評価方法として、一律の評価割合を適用

する現行評価基準の方法は、鉄軌道用地という特異性を考慮した場合には適当な方

法である。また、現行評価割合の３分の１についても、帯状で細長く、また、延長

距離の長い鉄軌道用地を一律の評価割合により評価を行うという観点からみた場合

に、数少ない鑑定評価先例ではあるが、これらからみても各地域の平均的な評価割

合としては概ね妥当なものであると判断した。  
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附近の土地 複数の地目や価額の相違する土

地が附近の土地として存在する 

（特定の地目の場合もある） 

複数の地目や価額の相違する土

地が附近の土地として存在する 

（ただし、鉄軌道用地は附近で

はなく「沿接する土地」の地目

や価額の相違等を考慮する） 

評価方法 近傍地比準方式 鉄軌道用地の評価方法 

（沿接する土地の地目、価額の

相違等に基づき区分し、その区

分した鉄軌道用地に沿接する土

地の価額、その区分した鉄軌道

用地の地積等を総合的に考慮す

る方法） 

比準割合 鉄軌道用地の考え方を参考とで

きるか検討が必要である 

沿接する土地の加重平均価額の

３分の１ 

位置 都市部から山間部まで様々な位

置に存在するが、傾向としては

都市圏を除いて、市町村の中心

部以外を通っている 

都市部から山間部まで様々な位

置に存在するが、傾向としては

駅舎は地域の中心部に存在して

いることが多く、地域の中心と

中心を連絡している 

以上より、有料道路用地と鉄軌道用地は、その形状や規模等は類似しているが、

概して両者の存在する位置に相違がみられる。 

 

(3) 具体的実例の比較 

具体的に見ていくと、付属資料 1のとおり、附近の土地を山林と山林以外に分

けて計測を行った結果、東名高速道路は約 44％が山林であり、東海道新幹線は約

22％が山林となり、有料道路用地である東名高速道路のほうが、鉄軌道用地であ

る東海道新幹線より附近に存在する山林の割合が高いことが判明した。 

これは、駅舎が比較的市町村の中心部に存在することや、駅を中心に市街地が

発展している傾向などから、鉄軌道用地のほうが附近に存在する宅地の割合が高

いことが影響していると考えられる。 

 

(4) 一般自動車道供用中の路線の位置の把握 

付属資料 2のとおり、国土交通省のホームページから参照した一般自動車道供

用中の路線の位置、及び周辺地目を航空写真から観察したところ、一般自動車道

供用中の路線には、鉄軌道用地と異なり附近に宅地の全く存在しないものも存在

した。 
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なお、付属資料 2のうち、路線番号 10 番の東京高速道路及び 12 番の伊豆箱根

鉄道（駒ヶ岳線）は無料であることが判明したので、地図等は割愛した。 

 

(5) 有料道路用地と鉄軌道用地の位置の違い 

有料道路用地と鉄軌道用地は、その通る位置が異なることから、有料道路用地

のほうが附近に山林が存する割合が高いことが判明した。 

これをイメージで表すと以下のとおりであり、通る位置が異なることにより、

比準元の土地（地目）が異なることとなる。 

有料道

路用地 

 

鉄軌道

用地 

 

 

(6) 評価基準の考え方 

評価基準では、鉄軌道用地は沿接する土地の価額等を総合的に考慮して評価す

るのに対して、有料道路用地を含むその他の雑種地は、附近の土地の価額から比

準して評価することとなる。これらは、いずれの評価方法においても近くの土地

から評価するという基本的な考え方は共通している。 

ただし、両者は前述のとおり附近の土地が異なることが多いものと考えられ、

次のとおり画一的に捉えることができるか否かの点において異なるものである。 

 

 

周辺が全て山林の有料道路

駅周辺は宅地が存する

ことが多いと考えられる駅周辺は宅地が存する

ことが多いと考えられる

駅間は様々な地目が存する
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 有料道路用地における附近の土地 

山林の中のみを通るケースが多いが、複数の地目にわたるケースもあり、

また極めて少ないが、東京のビル群を通るようなものもあり、鉄軌道用地

と異なり、有料道路用地ごとに附近の土地が異なる。そのため、附近の土

地の地目によって想定される比準割合が異なることから、附近の土地の地

目の割合が有料道路によって大きく異なる有料道路用地の場合、その比準

割合を一律に定めることはできない。 

 鉄軌道用地における附近の土地 

駅から駅へ連絡しており、駅舎附近には通常宅地が存在する点において、

鉄軌道用地は共通している。 

このことから、評価基準における評価方法に画一化することができる。 

 

５．有料道路用地の評価方法の検討 

(1) 鉄軌道用地との相違のまとめ 

有料道路用地と鉄軌道用地は前述のとおり、その附近の土地が大きく異なるも

のであり、有料道路用地を画一的に捉えることができないが、鉄軌道用地は駅舎

周辺は宅地が存する点において概ね共通していると考えられることもあり、評価

基準における評価方法によることができる。 

これに対して、附近の土地の地目によって想定される比準割合が異なることか

ら、附近の土地の地目の割合が有料道路によって大きく異なる有料道路用地の場

合、その比準割合を一律に定めることができない。以上より、様々な有料道路用

地について有料道路用地ごとに比準割合を検討する必要がある。 

 

(2) 土工施設の固定資産評価における取扱い 

特に、山林のように傾斜している土地を平坦にして有料道路を造る場合、切土

及び盛土等により平坦な地表を作る工事が行われることとなる。 

当該切土、盛土等の土工施設は、固定資産評価においては次のとおり償却資産

で評価及び課税されることから、土地の評価においては考慮しないこととされて

いる。また、道路公団民営化時の資産評価や、国税庁の評価においても償却資産

に分類されている点も参考となる。 

 平成 25 年度償却資産評価実務ハンドブックより 

「民間企業の経営する自動車道については、道路の舗装部分のみならず、

原野、山林等を切り開いて構築した、切土、盛土、路床、路盤、土留等の

土工施設も、構築物として償却資産に該当する。」とされており、土地には

含めず償却資産に該当する旨記載されている。 

－15－



－16－ 

 「道路資産評価・会計基準検討会において検討された道路資産等の評価方

針及び高速道路事業の会計基準等の骨子」より 

「高速道路等と鉄道の土工の双方について、設計、施工監督、管理のそれ

ぞれに関する考え方（指標等）を比較した結果、高速道路等と鉄道の土工

は同等であると評価できることから、土工の耐用年数については鉄道業用

の「線路切取」「線路築堤」の耐用年数 70 年を採用することとします。」と

記載されており、道路公団民営化の際においては、土工施設は償却資産に

含めて評価された。 

 国税庁の評価における構築物 

「2－3－10 別表第一の「構築物」に掲げる「舗装道路」とは、道路の舗

装部分をいうのであるが、法人が舗装のための路盤部分を含めて償却して

いる場合には、これを認める。」とされており、国税庁が行う評価において

も償却資産に含まれる旨記載されている。 

 

(3) 附近に存在する土地が山林のみの有料道路用地 

有料道路用地は付属資料 2のとおり、附近に山林のみ存在するケースが数多く

存在する。 

この場合、附近の土地は山林となることから、附近の山林との位置・利用状況

等を考慮し、附近の山林の価額に比準して有料道路用地を評価することとなる。 

この場合に、（2）のとおり山林を切り開いた切土、盛土等の土工施設は償却資

産に該当することとなることに留意が必要である。 

 

(4) 宅地を中心に複数の地目が附近に存在する有料道路用地 

宅地を中心に複数の地目が附近に存在する有料道路用地の場合、宅地の要素を

重視して評価を行うものと考えられる。 

有料道路用地が帯状で細く、延長距離の長いことなどを考慮して、鉄軌道用地

の評価方法や比準割合を参考とすることも考えられる。 

有料道路用地と、通常の宅地の価格を形成する要因の差異について整理すると

次のとおりである。 

【増価要因】 

特にない 

【減価要因】 

ａ 形状（極端に細長い） 

ｂ 規模（非常に大きい） 

ｃ 利用の制限 
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「利用の制限」について 

 鉄軌道用地との対比 

有料道路用地と鉄軌道用地は、法的拘束力の面において以下のとおり異な

るが、実質的に他の用途へ変更できない点においては、有料道路用地と鉄軌

道用地とは異なるものではない。 

有料道路用地  鉄軌道用地  

道路運送法  

第 70 条の３ 自動車道事業者は、その

事業の全部又は一部を休止し、又は

廃止しようとするときは、国土交通

大臣の許可を受けなければならな

い。  

２  国土交通大臣は、当該休止又は廃

止によつて公衆の利便が著しく阻害

されるおそれがあると認める場合を

除くほか、前項の許可をしなければな

らない。  

３  第三十八条第四項の規定は、自動

車道事業者が事業の全部又は一部を

休止し、又は廃止しようとする場合に

ついて準用する。 

鉄道事業法  

第 28 条の２ 鉄道事業者は、鉄道事業

の全部又は一部を廃止しようとする

とき（当該廃止が貨物運送に係るもの

である場合を除く。）は、廃止の日の

一年前までに、その旨を国土交通大臣

に届け出なければならない。  

２  国土交通大臣は、鉄道事業者が前

項の届出に係る廃止を行つた場合に

おける公衆の利便の確保に関し、国土

交通省令で定めるところにより、関係

地方公共団体及び利害関係人の意見

を聴取するものとする。  

このことに関して、平成 11 年度の土地に関する調査研究委員会の報告書では

次のとおり記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現行の固定資産評価基準では「鉄軌道の用に供する土地の評価は、当該鉄軌道

用地に沿接する土地の価額の３分の１に相当する額によってその価額を求める

方法によるものとする。」と定めているが、３分の１となった経緯については前

述のとおりである。また、３分の１の理由については、（財）資産評価システム

研究センター発行の「固定資産評価のポイント」（平成 6 年 3 月発行）で下記の

ように説明している。 

【固定資産評価のポイント】 

「････鉄軌道用地は、沿接する土地の利用状況のいかんにかかわりなく、市

街地における部分も山林地帯における部分も、鉄軌道用地としての利用価値

に差異はないので、価額の異なる付近の土地に比準して評価すること自体に

必ずしも問題がないということではありませんが、基準となるべき適切な売 
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 立体的な利用について 

有料道路は道路法により保護されることとなり、土地所有者自らが有料道

路を構築した場合、自己所有の構築物ではあるものの、道路法により保護さ

れることとなる。 

また、立体道路制度により道路と一体となる建物を建築する場合も、当該

建物は公共性の高い建物であることから、当該建物を新築してその所有者に

なろうとする者と、通常予め建築や管理の内容について協定を締結する（道

路法第 47 条の 8）。 

したがって、道路面を保護する利用方法に制約され、立体的な利用に関し

ても減価が生じていると捉えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
買実例がないとすれば、沿接する土地の価額に比準せざるを得なく、また、

沿接する土地に応じて個々に比準割合を求めることは実際問題として容易で

ないこと、線路敷地等の場合、通常、帯状に細長く、その形状からして、せ

いぜい道路用地等として利用される程度であり、付近の整形の土地と比較し 

てその利用価値は一般的に相当低いものと考えられ、固定資産評価基準にお

いて、近傍地との比準割合が２分の１から３分の１に改められた昭和 48 年当

時の線路敷地の売買価額についても、付近の土地の売買実例価額の概ね３分

の１程度であったこと等から、固定資産評価基準では、鉄軌道用地の利用状

況及び沿接する土地の状況を総合的に勘案して、当該鉄軌道用地に沿接する

土地の価額の３分の１に相当する価額をもって適正な時価であると判断して

いるところです。････」（P.45～46） 

道路法第 47 条の 8 

 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外

に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築

してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる

事項を定めた協定（以下この節において「協定」という。）を締結して、

当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことが

できる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協

定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。  

一 協定の目的となる建物（以下「道路一体建物」という。）  

二 道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担  

三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担 

 イ 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限 
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(5) 有料道路用地の評価方法のまとめ 

以上、複数の観点から有料道路用地と鉄軌道用地とを対比してきた。 

鉄軌道用地は、駅舎周辺は宅地が存する点において共通していると考えられる

ため、評価基準における評価方法に画一化することができ、一律に沿接する土地

の価額の３分の１の比準割合を適用している。 

一方、有料道路用地は山林のみを通るケースが多いものの、都心のビル群のみ

を通るケースもあり、有料道路ごとにその態様は大きく異なる。したがって、附

近の土地が有料道路用地によっては大きく異なることから、一律の比準割合を適

用することは適切ではないと考えられる。 

以上より、有料道路用地は、その他の雑種地の原則に基づき有料道路用地と附

近の土地との位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準して評価額を

求めることが適切であると考えられる。 

評価に当たっては、鉄軌道用地をはじめ、市町村内の他の地目における評価上

勘案している比準割合との均衡にも留意する必要がある。また、道路は細長い形

状が特徴の土地であることから、複数の市町村にまたがることも多いため、隣接

する市町村との評価の均衡に留意する必要がある。 

 

  

 ロ 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り 

 ハ 道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合

の調整 

 ニ 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置 

四 協定の有効期間  

五 協定に違反した場合の措置  

六 協定の掲示方法  

七 その他道路一体建物の管理に関し必要な事項 
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Ⅴ．有料道路用地の区分 
 
１．有料道路用地の評価の単位 

前述のとおり、有料道路用地の評価の単位については、他の代表的な地目との

均衡から、筆にとらわれることなく、有料道路を形成している範囲を評価の単位と

することが妥当であると考えられる。 

これに関して、ＳＡやＰＡ、料金所に隣接する事務所敷地等も有料道路用地に

含めて評価を行うべきか、検討を行う。 

 

２．有料道路用地として評価される土地の区分 

具体的なＳＡ・ＰＡ内の土地や料金所付近の事務所等が、有料道路用地に含め

るか否か、下記のとおり整理した。整理に当たっては、道路法上道路に含まれなけ

れば、自由な事業展開が可能であることから、道路法上道路に含まれるか否かによ

り区分した。 

なお、当該考え方に基づく区分結果は、地方税法附則第１４条第１項の、東日

本高速道路株式会社等が所有する有料道路施設のうち、非課税となる資産にあたる

かどうかの区分と一致する。 

 

状況 考察 有料道路用地の区分 

ＳＡ・ＰＡにおける駐車

場 

道路法第２条第２項に

定める「道路の附属物」

であると認められるこ

とから道路に含まれる 

有料道路用地に含まれ

る 

料金所付近における事

務所（※1） 

道路法第２条第２項に

定める「道路の附属物」

であると認められるこ

とから道路に含まれる 

ＳＡ・ＰＡにおけるトイ

レ（※2） 

道路法第２条第２項に

定める「道路の附属物」

であると解されている

ことから道路に含まれ

る 

ＳＡ・ＰＡにおける商業

施設 

道路法第４８条の４第

１項第２号より、道路と

連結させる施設である

ことから、道路以外の施

有料道路用地に含まれ

ない 
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設である 

ＳＡ・ＰＡと一体となっ

ているが、車両の出入り

が一般道からの駐車場 

道路の附属物ではなく、

宅地の一部となる 

ＳＡ・ＰＡに併設された

ガソリンスタンド 

道路法第４８条の４第

１項第２号より、道路と

連結させる施設である

ことから、道路以外の施

設である 

ＳＡ・ＰＡ内の公園・自

動販売機置き場（※3） 

道路法第２条第２項に

おける「道路の附属物」

に該当しないことから、

道路ではない 

 

※1 職員の人事や研修等の、専ら事務機能を有するような事務所など、直接有料道路の維持

等のための施設ではない場合は、有料道路用地には含まれない。 

※2 商業施設内に設置されたトイレなど、道路法上の道路以外の施設内の場合は、有料道路

用地に含まれない。 

※3 道路管理者が道路の附属物として管理する園地など、道路の附属物と認められる場合も

あり、その場合は有料道路用地に含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地方税法附則第 14 条第 1項 

市町村は、平成十八年度から平成二十七年度までの各年度分の固定資産税

又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、

中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会

社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条

第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業（本州四国連絡高速

道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規

定する事業）の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人

日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債

務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用

に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第

七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課する

ことができない。 
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＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路法 

第２条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条

各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベータ

ー等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路

の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 

２  この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全か

つ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物

で、次に掲げるものをいう。  

一  道路上のさく又は駒止 

二  道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の

設けるもの 

三  道路標識、道路元標又は里程標  

四  道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気

象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。）  

五  道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常

置場  

六  自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十

八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの  

七  共同溝の整備等に関する特別措置法 （昭和三十八年法律第八十一

号）第三条第一項 の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整

備等に関する特別措置法 （平成七年法律第三十九号）第四条第二項 

に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項 に規定する道路管

理者の設ける共同溝又は電線共同溝  

八  前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの  

道路法第４８条の４   

 次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定

による指定を受けた道路又は道路の部分（以下「自動車専用道路」という。）

と連結させてはならない。  

一  道路等（軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項にお

いて同じ。）  

二  当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所

その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通

行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設  
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三 前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設で

あつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的とし

て設けられるもの（第一号に掲げる施設を除く。）  

四  前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者であ

る地方公共団体の条例（国道にあつては、政令）で定める施設 
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Ⅵ．立体的に利用されている有料道路用地等 

 

有料道路等には、その上下の空間を有効活用し、立体的に使用しているケース

が認められる。このような有料道路等を立体的に使用している土地の評価につい

て検討する。 

以下に示す各ケースごとの考え方は、あくまで一般的な事例を想定し適当と思

われる対応を記述したものであり、個別具体的な事例と必ずしも一致するもので

はない。 

なお、各ケースの評価方法として「地上阻害物補正」や「地下阻害物補正」で

の対応が考えられると整理しているが、前述のとおり、土地所有者自らが設置し

た構築物であっても、当該構築物が有料道路の場合、道路法による制約が生じる

こととなる。したがって、自己所有の構築物ではあるものの、道路法により保護

されることから、「地上阻害物補正」や「地下阻害物補正」を援用して、利用制約

を考慮することが考えられる。 

また、各ケースの実例に関しては、(4)地表面を通っているケースを除き、付

属資料３「立体的に利用されている有料道路用地等の実例」に示している。 

 

１．立体的に利用されている実例等 

(1) 店舗等の上部を通っているケース 

有料道路等の高架下を、店舗や駐車場として使用している事例。 

【イメージ図】 

 

① 地目の認定 

地表面が店舗や駐車場として使用されていることから、地表面の使用方法

に基づき、地目を認定する。 

 

 

店舗・駐車場等
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② 評価の単位 

地表面の土地の形状、利用状況等から評価単位の特定（宅地でいう「画地

の認定」）を行う。 

③ 評価方法 

当該ケースの評価においては、所要の補正として「地上阻害物補正」の適

用が考えられる。 

この場合、周辺の標準的な階層の建物との比較により補正率を求める方法

が考えられる。 

 

(2) 地下を通っているケース 

地表面は店舗や駐車場等として使用され、その地下を有料道路等として使用

している事例。 

【イメージ図】 

 

① 地目の認定 

地表面が店舗や駐車場として使用されていることから、地表面の使用方法

に基づき、地目を認定する。 

② 評価の単位 

地表面の土地の形状、利用状況等から評価単位の特定（宅地でいう「画

地の認定」）を行う。 

③ 評価方法 

当該ケースの評価においては、所要の補正として「地下阻害物補正」の適

用が考えられる。この場合、建築制限の程度に応じた補正を行うことが考え

られる。 

店舗等

地表面
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(3) 空中を通っているケース 

地表面は比較的高層のビルとして使用され、当該ビルの一部を貫通する形で

有料道路等が空中を通っている事例。 

 

【イメージ図】 

 

① 地目の認定 

地表面がビルの敷地として使用されていることから、地表面の使用方法に

基づき、地目を認定する。 

② 評価の単位 

地表面の土地の形状、利用状況等から評価単位の特定（宅地でいう「画

地の認定」）を行う。 

③ 評価方法 

当該ケースの評価においては、所要の補正として「地上阻害物補正」の適

用が考えられるが、阻害の程度を考慮して、補正の適否や補正率を検討する

ことが考えられる。 

 

(4) 地表面を通っているケース 

立体的な利用として、建物の地表面の一部を有料道路等が貫通している事

例。 

 

 

 

ビル
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【イメージ図】 

 

当該ケースを地表面から地目を捉えた場合、道路部分は雑種地、ビルの敷

地部分は宅地となると考えられる。 

ただし、駅ビルの評価において複合利用鉄軌道用地が導入される以前の評

価基準は以下のとおりであった。 

 

 

 

 

すなわち、駅舎を「専ら運送の用に供する建物」以外の建物として使用し

ていた場合、鉄軌道用地から除き宅地として評価されていた。 

 

上記との均衡から、「専ら有料道路の用に供されている場合」に該当しない

場合は、次のとおりと考えられる。 

① 地目の認定 全体を宅地として認定する。 

② 評価の単位 道路部分も含めてひとつの評価単位とする。 

③ 評価方法  阻害の程度に応じた補正を適用する。 

 

２．補正率の査定例 

前述のとおり、各種ケースに関しては所要の補正（地上阻害物補正や地下

阻害物補正）の適用が考えられる。 

補正率に関しては、各市町村の標準的な建物階層等を考慮して求める必要

があることから、一律の補正率を示すことはできないが、地上阻害物補正率

の求め方のひとつの方法を示すと、次の方法が考えられる。 

なお、これはあくまでモデルケースであり、実質賃料等の数値が異なれば、

その査定結果は異なる点に留意が必要である。 

ビル

２ 停車場建物、転・遷車台、給炭水設備、給油設備、検車洗浄設備、乗降場

又は積卸場の用に供する土地（百貨店、店舗その他専ら鉄道又は軌道による運

送の用に供する建物以外の建物の用地として供用する土地を除く） 
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【査定例】 

 

   

有料道路等の地上阻害物補正の査定は、周辺の標準的建物階層との比較に

より、立体利用の阻害の程度から補正率を求める方法がある。 

 

＜想定する条件＞ 

・地域の標準的建物階層 ５階 

・評価対象建物階層 ２階（建物最上部を有料道路として使用） 

・有効面積等 下表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 ※１実質賃料 … 賃料の種類の如何を問わず、賃貸人等に支払われる賃

料の算定の期間に対応する適正なすべての経済的対価

をいい、純賃料及び不動産の賃貸借等を継続するため

に通常必要とされる諸経費等から成り立つものである。 

 ※２建物単価及び建物価格 … 想定される建物を、評価する時点におい

て再調達することを想定した場合において必要とされ

る適正な原価の総額である。 

 

       1階地価配分比率   2階地価配分比率 

補正率 ＝ 0.4560  ＋ 0.1566 ＝ 0.6126 ≒ 補正率 0.60 

 

この方法によれば、標準的階層が５階の地域において、２階層までしか使

用できない場合、地価配分比率から当該モデルケースでは60％の補正率と考

えられる。 

なお、当該表は高度利用が制限される際の減価率を査定する場合に、鑑定

１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

a b c d e f g h i j k l

階層
床面積
（㎡）

有効面
積（㎡）

実質賃料
（円/㎡）

※1

実質賃料
（c×d）

建物単価
（円/㎡）

※2

建物価格
（b×f）
※2

建物帰属
収益利回

り

建物帰属賃
料（g×h）

建物帰属賃
料（月額）
（i÷12）

土地帰属賃
料（e-j）

地価配分
比率

5 100 80 8,000 640,000 210,000 21,000,000 7% 1,470,000 122,500 517,500 0.1291
4 100 80 8,000 640,000 210,000 21,000,000 7% 1,470,000 122,500 517,500 0.1291
3 100 80 8,000 640,000 210,000 21,000,000 7% 1,470,000 122,500 517,500 0.1291

2 100 75 10,000 750,000 210,000 21,000,000 7% 1,470,000 122,500 627,500 0.1566

1 100 65 30,000 1,950,000 210,000 21,000,000 7% 1,470,000 122,500 1,827,500 0.4560

合計 500 380 4,620,000 105,000,000 7% 7,350,000 612,500 4,007,500 1.0000

標準的建物階層 評価対象建物階層 
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評価機関等において一般的に用いられる査定表である。 

 

仮に当該査定方法を採用する場合には、 

 ・標準的階層 

 ・有効面積 

 ・実質賃料 

 ・建物単価 

 ・建物帰属収益利回り 

の各数値が異なれば、その査定結果は異なる点に留意が必要である。 

モデルケースでは考慮していないが、不動産鑑定評価では、区分地上権等

を設定することによって生ずる立体利用阻害率を求める場合、補償実務にお

いて従来から適用されている公共用地の取得に伴う損失補償基準第25条及び

同基準細則第12に基づき、別記2「土地利用制限率算定要領」（付属資料４）

を参考に求める手法もある。 

なお、この別記2「土地利用制限率算定要領」第2条においては、「土地の利

用価値は、地上及び地下に立体的に分布しているものとし、次の各号に掲げ

る使用する土地の種別に応じ、当該各号に掲げる利用価値の合計とすること

を基本とし・・・」としており、土地の価値が立体的利用価値の集積である

とした考え方を示している。また、現に高層化されていない地上空間及び地

下にもこの利用価値が潜在配分されると考えられている。つまり、当該土地

の最有効使用を前提とする建物（最有効建物）による「建物利用」のほか、

より軽微かつ潜在的なものではあるが、上空及び地下についての利用（上空

における通信用施設、広告用施設、煙突等の施設による利用及び地下におけ

る特殊物の埋設、穽井による地下水の利用等）も考え得ることから、これを

「その他利用」とし、これらの利用価値の総和が更地価格になるとしている。

したがって、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則別記2による立体利用阻

害率を査定においては、建物の利用階層だけでなく上空・地下での潜在的価

値の考慮として行うことが可能である。 

 

３．立体的な利用方法の有料道路等のまとめ 

前述のように、地下又は地上の空間を有効に活用した事例が存在する。 

これらについては、現に「地上阻害物補正」や「地下阻害物補正」の所要

の補正を適用して評価がなされている場合が多いものと考えられる。 

したがって、立体的な有料道路等の評価においても同様の補正を適用する

ことが適当と考えられる。 
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Ⅶ．まとめ 

 

本年度の委員会における検討の結果、有料道路用地に関する調査研究について、

以下のとおり取りまとめることができる。 

 

１．有料道路用地の評価方法について 

有料道路用地は、雑種地のうちその他の雑種地と認められるが、その形状や規

模等において鉄軌道用地と類似していると考えられることから、有料道路用地と

鉄軌道用地の対比を行った。 

具体的に東名高速道路と東海道新幹線、また民間所有の有料道路についてその

位置等を把握したところ、鉄軌道用地の方が附近に宅地の存する割合が高いこと

が判明した。これは、鉄軌道用地は駅舎附近には宅地が存在すると考えられる一

方、有料道路用地は必ずしも附近に宅地が存在することはないと考えられるため

である。 

したがって、鉄軌道用地は駅舎附近に宅地が存在するという点から評価基準に

定める評価方法に画一化できる一方、有料道路用地は附近の土地が有料道路用地

ごとに異なるため、画一的にとらえることができない。 

このことから、有料道路用地はその他の雑種地の原則に基づき、有料道路用地

と附近の土地との位置、利用状況等の差異を考慮し、附近の土地の価額に比準し

て評価額を求めることが適当と考えられる。 

 

２．有料道路用地の区分について 

有料道路は、道路の敷地のみだけではなく、ＳＡやＰＡの店舗部分、料金所に

隣接する事務所敷地等も道路の敷地と物理的に連続していることから、これらの

敷地も本検討の有料道路用地に含めて評価を行うべきか、検討を行った。 

これについては、道路法上道路に含まれるか否かによって区分を行うものとし

た。 

 

３．立体的に利用されている有料道路等について 

立体的に利用されている有料道路等を、以下の４つのケースに分類し、それぞ

れの地目認定等を整理した。 

① 店舗等の上部を通っているケース 

② 地下を通っているケース 

③ 空中を通っているケース 

④ 地表面を通っているケース 

これら立体的に利用されている有料道路用地に関しては、既に地上阻害物補正
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等の所要の補正を有効に活用して評価されている。 

ただし、これらの所要の補正の補正率は地域によって異なるので、地域ごとの

標準的な建物等との比較により適切な補正率を求めることが必要である。 
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立体的に利用されている有料道路用地等の実例 
 

(1) 店舗等の上部を通っているケース１ 

 
（東京都中央区銀座） 

(2) 店舗等の上部を通っているケース２ 

 
（東京都中央区日本橋兜町 国土交通省ホームページより） 
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(3) 地下を通っているケース１ 

 

（東京都港区：虎ノ門ヒルズ） 

(4) 地下を通っているケース２ 

 

（兵庫県神戸市：ＡＮＡクラウンプラザホテル（写真はストリートビューより）） 
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(5) 空中を通っているケース 

 
（大阪府大阪市：ゲートタワービル（写真はストリートビューより）） 

 

 

- 付3-3 -



- 附4-1 -

付属資料４



- 附4-2 -



- 附4-3 -



- 附4-4 -



- 附4-5 -



 



編　　　者　　一般財団法人　資産評価システム研究センター（略称：評価センター）

発　行　者　　渡　邉　文　雄

発　行　所　　一般財団法人　資産評価システム研究センター

　　　　　　　〒１０５－０００１　

　　　　　　　東京都港区虎ノ門３－４－１０　虎ノ門 35 森ビル８階

　　　　　　　ＴＥＬ　０３－５４０４－７７８１

　　　　　　　ＦＡＸ　０３－５４０４－２６３１

        　　　 （URL　http://www.recpas.or.jp　http://www.chikamap.jp）

　平成２８年３月

土地に関する調査研究
－有料道路用地の評価に関する調査研究－



（一財）資産評価システム研究センター


	10ポMS明朝、8ミリ.pdf
	付属資料.pdf
	空白ページ

	奥付（後ろ見返し）.pdf



